
入所料金表(在宅強化型）

★個室 （概算月額料金） 単位：円

基本料金
栄養マネジメント

強化加算
夜勤職員
配置加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体
制強化加算Ⅱ おやつ

日用品
セット

第１段階 550 300 150 385 2,265 70,215
第２段階 550 390 150 385 2,355 73,005

第３段階① 1,370 650 150 385 3,435 106,485
第３段階② 1,370 1,360 150 385 4,145 128,495
第４段階 1,910 2,000 150 385 5,325 165,075
第１段階 550 300 150 385 2,343 72,633
第２段階 550 390 150 385 2,433 75,423

第３段階① 1,370 650 150 385 3,513 108,903
第３段階② 1,370 1,360 150 385 4,223 130,913
第４段階 1,910 2,000 150 385 5,403 167,493
第１段階 550 300 150 385 2,411 74,741
第２段階 550 390 150 385 2,501 77,531

第３段階① 1,370 650 150 385 3,581 111,011
第３段階② 1,370 1,360 150 385 4,291 133,021
第４段階 1,910 2,000 150 385 5,471 169,601
第１段階 550 300 150 385 2,471 76,601
第２段階 550 390 150 385 2,561 79,391

第３段階① 1,370 650 150 385 3,641 112,871
第３段階② 1,370 1,360 150 385 4,351 134,881
第４段階 1,910 2,000 150 385 5,531 171,461
第１段階 550 300 150 385 2,528 78,368
第２段階 550 390 150 385 2,618 81,158

第３段階① 1,370 650 150 385 3,698 114,638
第３段階② 1,370 1,360 150 385 4,408 136,648
第４段階 1,910 2,000 150 385 5,588 173,228

★多床室 （概算月額料金） 単位：円

基本料金
栄養マネジメント

強化加算
夜勤職員
配置加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体
制強化加算Ⅱ おやつ

日用品
セット

第１段階 0 300 150 385 1,802 55,862
第２段階 430 390 150 385 2,322 71,982

第３段階① 430 650 150 385 2,582 80,042
第３段階② 430 1,360 150 385 3,292 102,052
第４段階 530 2,000 150 385 4,032 124,992
第１段階 0 300 150 385 1,881 58,311
第２段階 430 390 150 385 2,401 74,431

第３段階① 430 650 150 385 2,661 82,491
第３段階② 430 1,360 150 385 3,371 104,501
第４段階 530 2,000 150 385 4,111 127,441
第１段階 0 300 150 385 1,951 60,481
第２段階 430 390 150 385 2,471 76,601

第３段階① 430 650 150 385 2,731 84,661
第３段階② 430 1,360 150 385 3,441 106,671
第４段階 530 2,000 150 385 4,181 129,611
第１段階 0 300 150 385 2,012 62,372
第２段階 430 390 150 385 2,532 78,492

第３段階① 430 650 150 385 2,792 86,552
第３段階② 430 1,360 150 385 3,502 108,562
第４段階 530 2,000 150 385 4,242 131,502
第１段階 0 300 150 385 2,067 64,077
第２段階 430 390 150 385 2,587 80,197

第３段階① 430 650 150 385 2,847 88,257
第３段階② 430 1,360 150 385 3,557 110,267
第４段階 530 2,000 150 385 4,297 133,207
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入所料金表(在宅強化型）

★個室 （概算月額料金） 単位：円

基本料金
栄養マネジメント

強化加算
夜勤職員
配置加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算Ⅱ おやつ

日用品セッ
ト

★多床室 （概算月額料金） 単位：円
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入所料金表(在宅強化型）

★個室 （概算月額料金） 単位：円

基本料金
栄養マネジメント

強化加算
夜勤職員
配置加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算Ⅱ おやつ

日用品セッ
ト

★多床室 （概算月額料金） 単位：円

基本料金
栄養マネジメント

強化加算
夜勤職員
配置加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算Ⅱ おやつ
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ト
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★加算（介護保険1割負担分）

1割 2割 3割 算定単位

栄養マネジメント強化加算 12 23 35 （1日につき）

夜勤職員配置加算 25 50 75 （1日につき）

サービス提供体制強化加算Ⅱ 19 38 57 （1日につき）

初期加算Ⅱ 32 63 94 （1日につき）

介護職員処遇改善加算Ⅰ

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 270 540 809 （1日につき）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 251 502 753 （1日につき）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 126 251 377 （1日につき）

認知症ケア加算 80 159 239 （1日につき）

若年性認知症入所者受入加算 126 251 377 （1日につき）

外泊時在宅サービス利用費用 836 1,672 2,508 （月6日限度）

ターミナルケア加算１１ 76 151 226 （1日につき） 死亡日以前31日以上45日以下

ターミナルケア加算２１ 168 335 502 （1日につき） 死亡日以前4日以上又は30日以下

ターミナルケア加算３１ 951 1,902 2,853 （1日につき） 死亡日以前2日又は3日

ターミナルケア加算４１ 1,986 3,971 5,957 （1日につき） 死亡日

再入所時栄養連携加算 209 418 627 （1回に限り）

入所前後訪問指導加算Ⅰ 471 941 1,411 （1回につき）

入所前後訪問指導加算Ⅱ 502 1,004 1,505 （1回につき）

試行的退所時指導加算 418 836 1,254 （1回につき）

退所時情報提供加算Ⅰ 523 1,045 1,568 （1回限り）

退所時情報提供加算Ⅱ 262 523 784 （1回限り）

入退所前連携加算Ⅰ 627 1,254 1,881 （1回限り）

入退所前連携加算Ⅱ 418 836 1,254 （1回限り）

訪問看護指示加算 314 627 941 （1回限り）

経口維持加算Ⅰ 418 836 1,254 （1月につき）

経口維持加算Ⅱ 105 209 314 （1月につき）

入所の日から起算して３ヶ月以内の期間に集中的な認知症リハビリテーションを個別に行った場合に、週３
回を限度として加算されます。

医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対し入所者の心身状況・生活歴等を示す情報
を提供した場合に加算されます。

入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合におい
て、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して入所者の診療
状況を示す文章を添えて入所者の情報を提供し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する
調整を行った場合に加算されます。

入所者の退所時に施設医師が指定訪問看護ステーション等に対して訪問看護指示書を交付した場合に加
算されます。

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに経口維持計画を作成し、医師又は医師の指示を受
けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に加算されます。

項　目 内　容
金額（円）

医師が回復の見込みがないと診断した入所者に対して、医師、看護職
員、介護職員などが共同してターミナルケアに係る計画を作成し、同意
を得てターミナルケアを行った場合に加算されます。

入所後３０日間に限り基本料金に加算されます。

入所の日から起算して３ヶ月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合であって、かつ
入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果の情報を厚生労働省に提出し、必
要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合に加算されます。

リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が適切に配置されている施設におい
て、入所の日から起算して３ヶ月以内の期間に集中的な認知症リハビリテーションを個別に行い、入所者
が退所後生活する居宅等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画書を作成している場合に
加算されます。

入所者に対して居宅における外泊を認め、介護老人保健施設が提供する在宅サービスを利用した場合、１
月に６日を限度として所定単位数に代えて算定されます。

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50で除して得た数以上を配置し、医師、管理栄養士、看護師
等が共同で作成した栄養ケア計画に従い食事の観察を週3回以上行い、栄養状態の情報を厚生労働省に
提出している場合に加算されます。

厚生労働大臣が定める基準を上回る夜勤職員（看護職員又は介護職員）を配置している施設に加算され
ます。

施設介護職員の内、介護福祉士が60％以上配置されている施設に加算されます。

所定単位数の　75/1000
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして大津市長
に届け出た介護老人保健施設が、介護保健施設サービスを行った場合、所定単位数に加算されます。

日常生活に支障があると認められる症状や行動がある認知症の入所者に対して、介護保険施設サービス
を行った場合に加算されます。

若年性認知症入所者に対して個別に担当者を定め、その者を中心に入所者の特性やニーズに 応じた
サービス提供を行った場合に加算されます。

入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、
歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算されます。

医療機関から介護保健施設に再入所であって、特別食等（腎臓病食、糖尿病食等）を提供する必要がある
と判断された場合に加算されます。

入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所する場合において、入所者及び家族等に対して退所後の
療養上の指導を行った場合に加算されます。

居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師対し入所者の診療情報・心身状況・生活歴等を示
す情報を提供した場合に加算されます。

入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の入所日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し退
所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に加算されます。

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標
を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合に加算されます。

入所期間が1月を超える入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し退所後の居宅
サービスの調整を行った場合に加算されます。



1割 2割 3割 算定単位

口腔衛生管理加算Ⅰ 94 188 282 （1月につき）

口腔衛生管理加算Ⅱ 115 230 345 （1月につき）

療養食加算 7 13 19 （1回につき）

かかりつけ医連携調整加算Ⅰイ 147 293 439 （1回限り）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ 251 502 753 （1回限り）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ 105 209 314 （1回限り）

緊急時治療管理１ 542 1,083 1,624 （月3日限度）

所定疾患施設療養費Ⅱ 502 1,004 1,505 （月10日限度）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 209 418 627 （月7日限度）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ 35 69 104 （1月につき）

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 4 7 10

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 14 27 41

排せつ支援加算Ⅰ 11 21 32

排せつ支援加算Ⅱ 16 32 47

排せつ支援加算Ⅲ 21 42 63

自立支援促進加算 314 627 941 （1月につき）

科学的介護推進体制加算Ⅰ 42 84 126

科学的介護推進体制加算Ⅱ 63 126 189

安全対策体制加算 21 42 63 （1回限り）

新興感染症等施設療養費 251 502 753 （月5日限度）

★その他の料金（介護保険外 実費負担分）　　　　　

項　目

文書料

死亡診断書料

理美容代

テレビ貸し出し使用料

テレビ持ち込み使用料

小型冷蔵庫使用料

私物洗濯手数料（1/3ヶ月）

私物洗濯手数料（2/3ヶ月）

私物洗濯手数料（1ヶ月）

特別な食事代

居室に小型冷蔵庫の貸し出しを利用された場合の料金（消費税込み）

項　目

（1日につき）

（1日につき）

医療機関と連携体制を確保したうえで、入所者における新興感染症発生時に、感染した入所者に対し施設
内療養を行った場合に加算されます。

多職種が共同して、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテー
ションの質を管理しており、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に
当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
場合に加算されます。

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において、緊急的な投薬、検査、注射、処置等
を行った場合に加算されます。

肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬・検
査・注射・処置等を行った場合に加算されます。

金額（円)

5,500

口腔衛生の管理体制を整備し、口腔衛生の管理を計画的に行い、歯科医師又は歯科医師に指示を受け
た歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、口腔衛生等
の管理に係る内容等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出している場合に加算されま
す。

金額（円）

医師により疾患治療の手段として発行された食事せんに基づき、療養食を提供した場合に加算されます。
（1日に3回を限度）

褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされ
た入所者等について、褥瘡の発生がない場合に加算されます。

（1月につき）

入所者ごとに、利用開始時に褥瘡の有無を確認、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて3月に1回評価
し、計画書を作成、評価の結果等の情報を厚生労働省に提出している場合に加算されます。

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に加えて、疾
病の状況や服薬情報を厚生労働省に提出している場合に加算されます。

施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に加算されま
す。

排泄障害のため、排せつ（排尿・排便）に介護を要する入所者に対し、多職種が共同して支援計画を作成
し、その評価内容を厚生労働省に提出している場合に加算

（1月につき）

3,300 診断書や紹介状等を作成した場合の料金（消費税込み）

内　容

6,300

実費

2,100

4,200

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが
適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合は、利用を開始した日から起算して７日間を限度と
して加算されます。

ご利用者の状態により補助食品を提供した場合の料金

業者による移動散髪の利用代金

居室テレビの貸し出しを利用された場合の料金（消費税込み）

居室テレビを持ち込まれた場合の料金（消費税込み）

私物洗濯を業者に依頼された場合の料金

私物洗濯を業者に依頼された場合の料金

私物洗濯を業者に依頼された場合の料金

180

110

入所時と比較して排泄（排尿・排便）の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない場合、又は
おむつ使用なしに改善している場合に加算

3,500 ～ 9,000

110 （1日につき）

6種類以上の内服薬が処方されている入所者の当該処方内容を総合的に評価及び調整し、かつ療養上必
要な指導を行い、処方内容に変更があった場合は関係職種間での情報共有、かつ退所時又は退所後1月
以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行った場合に加算されます。

かかりつけ医連携調整加算Ⅰを算定している場合であり、当該入所者の服薬情報を厚生労働省に提出
し、その薬物療法の有効な実施のために必要な情報を活用している場合に加算されます。

かかりつけ医連携調整加算Ⅱを算定している場合であり、退所時において処方されている内服薬の種類
が、入所時に処方された内服薬の種類に比べて1種類以上減少した場合に加算されます。

口腔衛生の管理体制を整備し、口腔衛生の管理を計画的に行い、歯科医師又は歯科医師に指示を受け
た歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生係る技術的助言及び指導を年2回以上実施した場合に加算
されます。

内　容

死亡診断書を作成した場合の料金（消費税込み）

自立支援のために医学的評価を行い、多職種が共同して支援計画を策定し、少なくとも3月に1回その評価
結果を厚生労働省に提出している場合に加算されます。

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況、疾病の状況
係る情報を少なくとも3月に1回厚生労働省に提出している場合に加算されます。

（1月につき）

入所時と比較して排泄（排尿・排便）の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がなく、
おむつの使用がなしに改善した場合に加算


